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こ
の
日
は
、
設
楽
ダ
ム
対
策
協
議

会
の
大
久
保
会
長
、
中
部
地
方
整
備

局
の
佐
藤
局
長
、
愛
知
県
の
神
田
知

事
、
豊
川
水
系
対
策
本
部
の
西
村
本

部
長
（
副
知
事
）
、
設
楽
町
の
加
藤

町
長
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
で
２
つ

の
協
定
書
に
署
名
・
押
印
を
行
い
ま

し
た
。（
詳
細
は
裏
面
参
照
） 

昭
和
48
年
に
設
楽
町
へ
愛
知
県

よ
り
設
楽
ダ
ム
の
調
査
申
し
入
れ
が

な
さ
れ
て
か
ら
36
年
と
い
う
大
変

長
い
間
、
こ
の
ダ
ム
問
題
と
向
き
合

っ
て
こ
ら
れ
た
設
楽
町
の
皆
様
、
特

に
水
没
地
権
者
の
皆
様
の
ご
心
労

は
計
り
知
れ
ま
せ
ん
。 

そ
の
水
没
地
権
者
を
代
表
さ
れ
る

設
楽
ダ
ム
対
策
協
議
会
が
、
こ
の
長

く
険
し
い
道
の
り
を
堅
い
団
結
力
で

乗
り
越
え
、
今
回
、
重
く
苦
渋
の
決

断
を
出
さ
れ
た
こ
と
に
深
く
敬
意
を

表
し
ま
す
と
と
も
に
、
事
業
者
と
し

て
感
謝
い
た
し
ま
す
。 

ま
た
設
楽
ダ
ム
建
設
同
意
に
向

け
て
、
加
藤
設
楽
町
長
を
は
じ
め
、

町
議
会
の
皆
様
に
も
大
変
な
ご
尽

力
を
賜
り
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。 

こ
の
調
印
式
を
一
つ
の
通
過
点

と
し
て
、
い
よ
い
よ
設
楽
ダ
ム
が
本

格
的
に
動
き
出
す
こ
と
に
な
り
ま

す
。 今

後
、
用
地
買
収
及
び
工
事
を
進

め
つ
つ
、
水
没
者
の
生
活
再
建
と
水

源
地
で
あ
る
設
楽
町
の
地
域
振
興

に
向
け
て
努
力
し
て
参
り
ま
す
。 

愛
知
県
、
下
流
市
町
の
皆
様
の
ご

支
援
の
も
と
、
地
元
設
楽
町
を
は
じ

め
、
関
係
者
の
意
見
を
伺
い
な
が

ら
、
関
係
機
関
と
も
調
整
を
図
り
つ

つ
、
ダ
ム
事
業
を
着
実
に
進
め
て
参

り
ま
す
の
で
、
皆
様
、
引
き
続
き
よ

ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。 

関係者による調印式が行われました 
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水
没
地
権
者
を
は
じ
め
設
楽
町
関
係
者
、
そ
し
て
愛
知
県
、
下
流
市
町
、
並
び
に

近
隣
町
村
の
関
係
者
な
ど
約
２
６
０
余
名
の
皆
様
に
ご
出
席
い
た
だ
き
ま
し
た
。

ご
多
忙
の
中
、
多
く
の
皆
様
に
出
席
賜
り
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。 

（H21.2.5 設楽町の奥三河総合センターにて） 



 

設
楽
ダ
ム
建
設
に
伴
う
損
失
補
償
基
準
に
つ
い

て
、
大
久
保
設
楽
ダ
ム
対
策
協
議
会
長
と
佐
藤
中

部
地
方
整
備
局
長
の
間
で
協
定
が
締
結
（
損
失
補

償
基
準
の
妥
結
）
さ
れ
、
加
藤
設
楽
町
長
及
び
西

村
豊
川
水
系
対
策
本
部
長
（
副
知
事
）
が
立
会
人

と
し
て
協
定
書
に
署
名
さ
れ
ま
し
た
。 

 

こ
れ
ま
で
、
設
楽
ダ
ム
対
策
協
議
会
と
は
、
平

成
18
年
10
月
か
ら
土
地
の
地
目
認
定
協
議
、
平
成

19
年
４
月
か
ら
地
目
ご
と
の
等
級
格
差
協
議
及

び
平
成
20
年
１
月
か
ら
物
件
補
償
協
議
を
行
う

な
ど
、
損
失
補
償
基
準
に
関
す
る
協
議
を
何
度
も

重
ね
て
参
り
ま
し
た
。
こ
れ
ら
の
協
議
及
び
平
成

20
年
10
月
27
日
に
「
設
楽
ダ
ム
の
基
本
計
画
」

が
官
報
告
示
さ
れ
た
翌
日
の
28
日
の
「
損
失
補
償

基
準
の
提
示
」
を
経
て
、
こ
の
度
損
失
補
償
基
準

の
妥
結
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。 

 

こ
の
損
失
補
償
基
準
は
、
各
地
権
者
等
の
皆
様

の
補
償
額
を
算
定
す
る
際
に
基
準
と
な
る
も
の
で

す
。
具
体
的
に
は
、
補
償
対
象
範
囲
、
損
失
補
償

の
方
法
、
土
地
の
取
得
価
格
、
主
な
補
償
項
目
、

補
償
額
等
の
重
要
な
内
容
が
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
。 

 

今
後
は
税
務
署
と
の
事
前
協
議
を
行
っ
た
の

ち
、
各
地
権
者
等
の
皆
様
と
用
地
買
収
（
契
約
）

に
向
け
て
、
個
別
の
用
地
交
渉
に
入
ら
せ
て
い
た
だ

く
予
定
で
す
。
今
後
と
も
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま

す
。 

損
失
補
償
基
準
調
印
の
後
、「
設

楽
ダ
ム
建
設
同
意
に
関
す
る
協
定

書
」
の
調
印
が
加
藤
設
楽
町
長
・
佐

藤
中
部
地
方
整
備
局
長
・
神
田
愛

知
県
知
事
の
三
者
で
行
わ
れ
ま
し

た
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

こ
の
協
定
書
に
は
、
設
楽
町
長
が

建
設
に
同
意
さ
れ
る
こ
と
が
記
載

さ
れ
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
平
成
15

年
の
推
進
協
定
締
結
時
に
国
と
県

が
設
楽
町
と
取
り
交
わ
し
た
37
項

目
の
確
約
事
項
並
び
に
平
成
20
年

に
取
り
交
わ
し
た
建
設
同
意
に
係

る
７
項
目
の
確
約
事
項
の
遵
守
、
そ

れ
に
水
没
住
民
等
の
生
活
再
建
対

策
並
び
に
、
設
楽
町
の
水
源
地
域
対

策
に
つ
い
て
国
と
県
が
設
楽
町
の

協
力
を
得
て
責
任
と
誠
意
を
持
っ

て
実
施
す
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い

ま
す
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

今
後
も
地
域
の
み
な
さ
ん
の
ご

協
力
を
頂
き
な
が
ら
、
協
定
書
に
記

載
さ
れ
て
い
る
内
容
も
含
め
て
、
全

力
で
事
業
に
取
り
組
ん
で
参
り
ま

す
の
で
、
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し

ま
す
。 

 
 

損失補償基準の協定書に調印 

建設同意の協定書に調印 


